
松江市 報道提供資料 

 

令和 7年 5月 12日 
件名   松江市宿泊税制度説明会（経営者向け）の開催について 

 

内容   令和 7 年 12 月 1 日からの宿泊税導入に伴い、宿泊事業者を対象とした説明会（経営者向 

け）を以下のとおり開催します。 

 

  ※内容は全て同じです。取材をご希望の場合は、会場の都合上、くにびきメッセ会場の回 

（第 7 回、第 8 回、第 11 回、第 12 回）へお願いいたします。その他の回をご希望の場 

合は、事前に市民税課までご連絡ください。 

※別途、実務担当者向け説明会を 7月下旬に開催する予定です。 

 

【問い合わせ】 

  財政部市民税課 担当：平塚・安達  電話：0852-55-5154  

 


